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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第168期
第３四半期
連結累計期間

第169期
第３四半期
連結累計期間

第168期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

営業収益 (百万円) 177,556 169,583 237,887

経常利益 (百万円) 20,467 17,713 20,911

四半期(当期)純利益 (百万円) 13,896 10,799 12,027

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 13,916 10,652 11,857

純資産額 (百万円) 182,209 187,531 178,923

総資産額 (百万円) 713,376 714,895 717,123

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 41.17 31.90 35.61

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 24.9 25.8 24.6

　

回次
第168期
第３四半期
連結会計期間

第169期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 19.27 14.83

(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して　　い

ない。

　　２　「第１　企業の概況」から「第４　経理の状況」まで、特に記載のない限り、消費税等抜きで記載している。

　　３　第168期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理している。

　　４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

　なお、重要事象等は存在していない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の文中には将来に関する事項が含まれているが、当該事項は当四半期連結会計期間の末日現在に

おいて判断したものである。

　
(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原子力災害の影響を受けた生産

活動に持ち直しの動きがみられたものの、電力供給の制約や円高の長期化により企業収益が減少し、失業

率が高水準にあるなど、引き続き厳しい状況で推移した。

　このような状況の中で、当社グループは、全事業にわたり積極的な営業活動を展開するとともに、より一

層の経費削減に取り組むなど、業績の向上に努めたほか、「ＢＭＫ（ベストマナー向上）推進運動」にも

引き続き取り組み、お客様サービスの向上を図った。

　その結果、全事業営業収益は1,695億８千３百万円（前年同期比4.5％減）となり、全事業営業利益は154

億４千２百万円（前年同期比6.7％減）となった。経常利益は、持分法投資利益の減少等により177億１千

３百万円（前年同期比13.5％減）となり、四半期純利益は107億９千９百万円(前年同期比22.3％減)と

なった。

　

セグメント別の業績は、以下のとおりである。

　
（運輸業）

　鉄道事業では、安全輸送確保の取り組みとして、地震計の増設や高架橋耐震補強工事を推進したほか、デ

ジタルＡＴＳについて、設置区間の拡大工事を行った。また、東日本大震災により被災した一部区間にお

ける法面復旧工事を行った。電力不足対策としては、本数を削減したダイヤによる運行を９月９日まで実

施したほか、駅構内・列車内照明の一部消灯やエスカレーターの一部使用停止等を行った。大規模工事に

ついては、押上線連続立体化工事において、墨田区内での工事を推進した。

　営業面では、「下町日和きっぷ」等の企画乗車券を販売したほか、成田空港における国内線の新規路線

就航を記念したキャンペーンを行うなど、各種営業施策を実施した。また、新型スカイライナーが鉄道友

の会選定のブルーリボン賞を受賞した。

　バス事業では、一般乗合バス路線において、流山市内及び葛飾区等で新規路線の運行を開始した。高速バ

ス路線においては、東京駅～新浦安地区線を増便したほか、浜松町バスターミナル内にチケットカウン

ターを開設した。また、新橋～成田線等深夜急行バスの運行を開始した。このほか、東日本大震災の復興を

EDINET提出書類

京成電鉄株式会社(E04091)

四半期報告書

 3/25



支援するため、緊急支援バスの運行に加え、ボランティアバスツアーを企画・開催した。 

　しかしながら、東日本大震災及び原子力災害による出控え等の影響により、営業収益は944億４千２百万

円（前年同期比3.7％減）となり、営業利益は115億７千４百万円（前年同期比11.2％減）となった。

　
（業種別営業成績表）

業種別

当第３四半期連結累計期間
（23.４.１～23.12.31）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道事業 54,686 △1.1

バス事業 28,816 △3.5

タクシー事業 15,764 △6.0

消去 △4,825 ─

営業収益計 94,442 △3.7

　

　

提出会社の鉄道事業運輸成績表

種別 単位

当第３四半期連結累計期間
（23.４.１～23.12.31）

　 対前年同期増減率（％）

営業日数 日 275 0.0

営業キロ キロ 152.3 0.0

客車走行キロ 千キロ 69,419 △0.7

旅客人員

定期 千人 114,667 △1.2

定期外 〃 77,895 △3.8

 　計 〃 192,562 △2.3

旅客運輸収入

定期 百万円 14,548 2.0

定期外 〃 24,110 △4.0

　 計 〃 38,658 △1.9

運輸雑収 〃 2,565 △0.1

収入合計 〃 41,223 △1.8

一日平均収入 〃 149 △1.8

乗車効率 ％ 32.5 ─
　

(注)乗車効率の算出方法は
延人キロ

による。
客車走行キロ×平均定員
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（流通業）

百貨店業では、東日本大震災の影響により、フロア限定・時間短縮営業を余儀なくされたものの、各種

イベントによる販売促進策を実施し、集客を図った。

　ストア業では、リブレ京成ＬａＬａテラス南千住店及び高根台店をリニューアルオープンし集客を図っ

たほか、コンビニエンスストアが堅調に推移した。

　以上の結果、営業収益は538億６千６百万円（前年同期比1.5％減）となったが、経費削減により営業利

益は９億４千万円（前年同期比66.6％増）となった。

　
（業種別営業成績表）

　

業種別

当第３四半期連結累計期間
（23.４.１～23.12.31）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

ストア業 30,072 0.1

百貨店業 18,807 △4.0

園芸植物卸売業 1,701 1.2

ショッピングセンター業 3,600 △2.5

消去 △315 ─

営業収益計 53,866 △1.5

　
　

（不動産業）

不動産販売業では、「サングランデ亀有親水公園」及び「サングランデ印西牧の原ドアシティ」等の

中高層住宅や成田市公津の杜等の住宅用地を販売した。

　不動産賃貸業では、「アビタシオン京成千葉中央」(有料老人ホーム)の賃貸を開始したほか、今年度中

の竣工に向け、台東区浅草においてビジネスホテルの建設を推進した。

　以上の結果、営業収益は109億５千７百万円（前年同期比22.6％減）となったが、営業利益は27億７千３

百万円（前年同期比11.6％増）となった。

　
（業種別営業成績表）

　

業種別

当第３四半期連結累計期間
（23.４.１～23.12.31）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

不動産販売業 2,301 △60.2

不動産賃貸業 6,759 5.0

不動産管理業 2,422 △6.3

消去 △525 ─

営業収益計 10,957 △22.6
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（レジャー・サービス業）

映画業では、「京成ローザ⑩」全館にて、映写機のデジタル化を実施した。

　ホテル業では、近隣地域へのセールスを強化し、新規顧客の獲得に努めたほか、京成ホテルミラマーレに

おいてロビーラウンジの改装を実施した。

　しかしながら、営業収益は77億５千４百万円（前年同期比16.1％減）となり、３千８百万円の営業損失

となった。

　
（業種別営業成績表）

　

業種別

当第３四半期連結累計期間
（23.４.１～23.12.31）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

飲食・映画・遊技場業 2,836 △10.5

ホテル業 2,458 △12.8

広告代理業 1,659 △29.4

旅行業 768 △11.6

清掃業 30 2.6

消去 ─ ─

営業収益計 7,754 △16.1

　

（建設業）

建設業では、分譲マンション及びビジネスホテルの新築工事のほか、公共施設工事等を行った。

　しかしながら、営業収益は109億６千４百万円（前年同期比6.7％減）となり、営業利益は１億９千５百

万円（前年同期比30.1％減）となった。

 

（その他の事業）

その他の事業の営業収益は34億３千３百万円（前年同期比3.2％増）となり、営業利益は１億８千９百

万円（前年同期比478.4％増）となった。

　

（業種別営業成績表）
　

業種別

当第３四半期連結累計期間
（23.４.１～23.12.31）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道車両整備業 1,594 △12.6

自動車車体製造業 1,219 37.8

保険代理業 282 △3.0

自動車教習所業 336 3.1

消去 ─ ─

営業収益計 3,433 3.2
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(2) 財政状態の分析

資産合計は7,148億９千５百万円となり、前期末と比べ22億２千８百万円(0.3％)減少した。これは、持

分法投資利益の計上等により「投資有価証券」が39億５百万円、「現金及び預金」が27億８千４百万円

増加したが、減価償却等により有形固定資産が88億７千６百万円減少したことによるものである。

　負債合計は5,273億６千３百万円となり、前期末と比べ108億３千５百万円(2.0％)減少した。これは、借

入金が76億３千６百万円、「鉄道・運輸機構長期未払金」が23億８千８百万円減少したことによるもの

である。

　純資産合計は1,875億３千１百万円となり、前期末と比べ86億７百万円(4.8％)増加した。これは、「利益

剰余金」が四半期純利益107億９千９百万円の計上等により89億１千万円増加したことが主たる要因で

ある。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

重要な変更及び新たに生じた課題はない。

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については以下のとお

りである。

　
（会社の支配に関する基本方針）

（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

①　当社グループの基本的な事業運営の考え方

　当社グループは、鉄道事業を中心とした運輸業という極めて公共性の高い社会的インフラを提供する事業

を基幹（以下「コア事業」という。）としており、それに伴う社会的責任を負っている。

　このような社会的責任は、当社グループの事業においては、利用者の安全と利便性を確保しつつ安定的な

輸送サービスを提供することによって全うすることができる。そして、そのためには、安全対策、線路整備、

施設拡充、沿線開発等において、様々な事業環境の変化を見据えた中長期的視点に立った経営を行うことが

必要不可欠であると考えている。

　また、当社グループの事業においては、顧客、株主、取引先、従業員にとどまらず、前記の社会的責任をもた

らすものとして、地域社会との調和、環境への配慮等、事業を進めるにあたり広範囲のステークホルダーの

利益に最大限配慮することも重要である。

　このように、当社グループの事業は、中長期的な視点に立ち、広範囲のステークホルダーの存在に配慮した

事業展開を行ってきた一つの帰結として、鉄道事業を中核としつつ、バス事業、タクシー事業を運営する運

輸業や流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業等幅広く事業展開しており、当社グループの企業価

値は、コア事業である運輸業とこれらの関連事業との有機的な結合によって確保・向上されるべきものと

考えている。

②　大規模買付行為への対応方針

　当社は、上場会社の株主は株式の市場での自由な取引を通じて決まるものであり、株式会社の支配権の移

転を伴うような株式等の大規模な買付行為であっても、これを受け容れて大規模買付行為に応じるか否か

の判断は、最終的には個々の株主の判断に委ねられるべきものと考えている。

　しかしながら、大規模な買付行為は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えう

るだけの支配権を取得するものであり、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼ

す可能性を内包している。

　にもかかわらず、実際には、大規模買付者及び大規模買付行為に関する十分な情報の提供なくしては、株主

が、当該大規模買付行為により当社グループの企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断す

ることは困難である。とりわけ、前記の当社グループの企業価値に関わる特殊事情をも考慮すると、当社は、

大規模買付者をして株主の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さらに、大規模買付者の提案す

る経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の判断の参考

に供すること、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為又は当社グループの経営方針等に関して大

規模買付者と交渉又は協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主に提示
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することも、当社の取締役としての責務であると考えている。

　さらに、近時の日本の資本市場と法制度の下においては、当社グループの企業価値又は株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がなされる可能性も、決して否定できない状況にある。

かかる状況の下においては、当社は、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といっ

たプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値又は株主共同の利益に対する明白な侵害を防止

するため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、また当社の取締役としての責務である

と考えている。

　
（2）基本方針の実現に資する特別な取り組み

①　グループ経営理念

　当社グループは、前記の考え方をもとに、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健

全な事業成長を遂げることにより、社会の発展に貢献することを目指している。そのため、当社グループは、

「良質な商品・サービスを、安全・快適に提供し、健全な事業成長のもと、社会の発展に貢献します。」とい

う「グループ経営理念」を策定するとともに、この理念を実現するため、安全・接客・成長・企業倫理・環

境の５項目からなる「グループ行動指針」を定め、企業価値の確保・向上に努めている。

②　グループ経営計画

　前記のグループ経営理念のもと、グループ全体の経営の方針と目標を明確にするため、３年毎にグループ

中期経営計画を作成している。この中で、グループシナジーを最大限発揮し得る体制の強化を図り、当社グ

ループ全体の企業価値の最大化を目指すことを基本方針としている。

　平成22年度から平成24年度にわたる「京成グループ中期経営計画」（以下「Ｅ１プラン」という。）にお

いては、「成田スカイアクセスの開業を踏まえた、鉄道事業の更なる収益力の強化、グループ全体のイメー

ジアップ、当社沿線地域の活性化の推進」、「コア事業（運輸業）を中心とした引き続き堅実な事業運営の

推進」、「相応の営業キャッシュフローの確保と、減価償却費の範囲内での設備投資の実施による財務体質

の強化」、「安定的な事業成長を実現するための投資案件の選別、投資規模の適正化」、「グループシナ

ジーの最大化とブランド価値向上による更なる競争力の強化」の基本方針のもと、グループ全体の企業価

値の最大化を追求する。

　また、「Ｅ１プラン」の数値目標（連結）として最終年度（平成24年度）には、営業利益230億円以上（営

業利益率９％以上）、経常利益220億円以上、ＥＢＩＴＤＡ倍率（有利子負債÷（営業利益＋減価償却

費））を９倍以下とし、収益力の向上、利益率の向上、投資効率の向上を図っていく。

　平成22年７月には成田スカイアクセスが開業し、事業内容が大きく変化する。グループを挙げた営業努力

によって新線効果を早期に、また最大限に引き出すことで、計画期間を通じてコア事業の収益力の更なる強

化を図っていく。

③　利益還元の考え方

　当社グループは鉄道事業を中心とする公共性の高い業種であるため、当社としては、今後の事業展開と経

営基盤の強化安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還

元していくことを基本方針としている。

　
（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取り組み

　当社は、前記の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取り組みとして、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的と

して、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本施策」という。）を定めてい

る。
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本施策の概要は、次のとおりである。

①　大規模買付ルールの設定

　本施策においては、まず、大規模買付行為を行う場合に大規模買付者に従っていただくべきルール（本施

策において「大規模買付ルール」という。）として、(ⅰ)株主及び当社取締役会による判断を可能にするた

め、事前に当該大規模買付者及び当該大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、及び(ⅱ)当社取

締役会が当該大規模買付行為についての検討・評価を行い、大規模買付者と交渉し、株主に意見・代替的提

案等を提示するため、一定期間は大規模買付行為を行わないことを、それぞれ定めている。

②　独立委員会の設置

　本施策においては、さらに、当社が大規模買付行為に対して発動する対抗措置（本施策において「大規模

買付対抗措置」という。）の発動等に関する当社取締役会の判断の客観性及び合理性を担保するため、当社

の業務執行を行う経営陣から独立した者から構成される独立委員会（本施策において「独立委員会」とい

う。）を設置することを定めている。

③　大規模買付対抗措置の内容・発動要件・発動手続

　本施策においては、次に、大規模買付対抗措置について、(ⅰ)その内容として、原則として、新株予約権の無

償割当てによること、(ⅱ)その発動の要件として、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合又は

大規模買付行為によって当社グループの企業価値若しくは株主共同の利益が著しく毀損される場合であっ

て、当該大規模買付行為に対する対抗手段として相当性を有する場合に限って発動しうること、及び(ⅲ)そ

の発動手続として、原則として、前記②の独立委員会の勧告を最大限尊重しつつ、当社取締役会の決議を

もって発動することを、それぞれ定めている。

　当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において本施策の具体的な内容について決定し、平成22年６月

29日開催の第167期定時株主総会においてその承認を受けており、その詳細は、平成22年５月11日付で「当

社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続のお知らせ」として公表し、インター

ネット上の当社ウェブサイト（http://www.keisei.co.jp/）に掲載している。

　
（4）前記の取り組みが基本方針に沿い、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

①　基本方針の実現に資する特別な取り組みについて

　前記(2)に記載した企業価値の向上のための取り組みは、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を

持続的に確保・向上させるための具体的方策として策定されたものである。したがって、これらの取り組み

は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではない。

②　基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みについて

　前記(3)に記載した本施策は、以下のとおり、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業

価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」で定める３原則（企業価値・株

主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、及び必要性・相当性の原則）に適合してい

る。また、本施策は、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収

防衛策の在り方」を踏まえた内容となっている。したがって、本施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の

利益を損なうものでなく、かつ当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもない。

ア　企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的

　本施策は、株主をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能ならしめ、かつ当社グ

ループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付者が従うべき大規

模買付ルール、並びに当社が発動しうる大規模買付対抗措置の内容及び発動要件を予め設定するものであ

り、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的とするものである。

　また、大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、当社グループの企業価

値及び株主共同の利益の確保及び向上という目的に照らして合理的であり、当社グループの企業価値及び

株主共同の利益の確保及び向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考え

る。
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イ　事前開示

　本施策における大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、いずれも本施

策に具体的かつ明確に示したところであり、株主、投資家及び大規模買付者にとって十分な予見可能性を与

えるものであると考える。

ウ　株主意思の反映

　本施策は、株主総会の決議によって承認されることを条件として効力を生じている。また、本施策は、本施

策の有効期間中いつでも、当社株主総会の決議によっても廃止することができ、本施策の変更は、原則とし

て、当社株主総会の決議によって承認されることをもって効力を生じる。したがって、本施策の導入、継続、

廃止及び変更の是非の判断には、いずれも株主の意思が反映されるものと考える。

　なお、当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の日までとなっている。したがって、大規模買付対抗措置の発動等の是非の判断にも、取締役の選

任を通じて株主の意思が適切に反映されるものと考える。

エ　取締役会の判断の客観性・合理性の確保

　本施策においては、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者から構成される独立委員会を設置してい

る。そして、この独立委員会は、当社取締役会に対して大規模買付対抗措置を発動することの是非を勧告す

るほか、当社取締役会が諮問した事項について勧告又は意見の提出を行うこととし、当社取締役会は、独立

委員会の勧告及び意見を最大限尊重するものとしている。

　また、本施策においては、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、

発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除してい

る。

　したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたり、その判断

の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考える。

オ　デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

　本施策は、当社株主総会の決議によって廃止することができるほか、当社株主総会で選任された取締役に

より構成される当社取締役会の決議によっても廃止することができ、大規模買付者が、当社株主総会で取締

役を指名し、当該取締役により構成される当社取締役会の決議をもって本施策を廃止することが可能であ

る。したがって、本施策は、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会を構成する取締役の過半数を

交替させてもなおその発動を阻止することができない買収防衛策）ではない。

　また、当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の日までとなっている。したがって、本施策は、いわゆるスローハンド型の買収防衛策（取締役会

を構成する取締役を一度に交替させることができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収

防衛策）でもない。

　

(4) 研究開発活動

該当事項なし。

　
(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、著しい変動はない。
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(6) 主要な設備

①　主要な設備の状況

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備に著しい変動はない。

　
②　設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当第３四半期連結累計期間におい

て著しい変動があったものは次のとおりである。

　また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。

　

運輸業

当第３四半期連結累計期間に完了予定であった「船橋市内連続立体化工事」については完了年月が平

成23年９月から平成24年３月に変更となった。

　
　不動産業

前連結会計年度末に計画中であった「千葉市中央区神明町土地賃貸施設新築工事」については平成23

年５月に完了した。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 344,822,371344,822,371
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株である。

計 344,822,371344,822,371― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

― 344,822― 36,803― 27,845

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしている。

① 【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 1,375,000

(相互保有株式)
普通株式 5,330,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

337,836,000
337,836 ―

単元未満株式
普通株式

281,371
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 344,822,371 ― ―

総株主の議決権 ― 337,836 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が26千株含まれている。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれている。

　
　

② 【自己株式等】
平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

京成電鉄株式会社
東京都墨田区押上
１－10－３

1,375,000 ─ 1,375,0000.40

（相互保有株式） 　 　 　 　 　

新京成電鉄株式会社
千葉県鎌ケ谷市
くぬぎ山４－１－12

3,717,000 ─ 3,717,0001.08

関東鉄道株式会社
茨城県土浦市真鍋
１－10－８

1,613,000 ─ 1,613,0000.47

計 ― 6,705,000 ─ 6,705,0001.94
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

(1) 新任役員

該当事項なし。

(2) 退任役員

該当事項なし。

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
鉄道副本部長

常務取締役
鉄道副本部長兼運輸部長

酒　寄　博　司 平成23年７月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成している。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,714 25,498

受取手形及び売掛金 13,637 13,251

分譲土地建物 19,061 19,507

商品 2,250 2,462

仕掛品 774 2,105

原材料及び貯蔵品 1,684 1,803

繰延税金資産 2,880 1,517

その他 10,859 13,808

貸倒引当金 △59 △63

流動資産合計 73,803 79,891

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 269,664 265,952

機械装置及び運搬具（純額） 20,133 17,758

土地 139,640 139,699

リース資産（純額） 32,766 31,917

建設仮勘定 37,186 35,407

その他（純額） 1,961 1,740

有形固定資産合計 ※2
 501,353

※2
 492,477

無形固定資産

のれん 290 21

リース資産 2,494 2,300

その他 10,452 9,628

無形固定資産合計 13,238 11,950

投資その他の資産

投資有価証券 105,956 109,861

長期貸付金 667 647

繰延税金資産 17,068 15,337

その他 5,715 5,448

貸倒引当金 △910 △910

投資その他の資産合計 128,498 130,385

固定資産合計 643,089 634,813

繰延資産 229 190

資産合計 717,123 714,895
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,203 13,309

短期借入金 89,384 67,932

1年内償還予定の社債 100 16,100

リース債務 2,572 2,777

未払法人税等 3,272 1,197

前受金 25,855 32,679

賞与引当金 2,827 1,116

役員賞与引当金 73 52

災害損失引当金 1,546 972

その他 24,837 25,375

流動負債合計 165,673 161,512

固定負債

社債 91,050 75,000

長期借入金 141,529 155,344

鉄道・運輸機構長期未払金 71,351 68,963

リース債務 21,460 20,485

繰延税金負債 2,114 2,037

退職給付引当金 32,077 31,697

役員退職慰労引当金 578 530

負ののれん 1,289 966

その他 11,075 10,825

固定負債合計 372,526 365,851

負債合計 538,199 527,363

純資産の部

株主資本

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 28,485 28,485

利益剰余金 112,920 121,830

自己株式 △1,969 △2,028

株主資本合計 176,240 185,091

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 126 △109

繰延ヘッジ損益 △169 △207

その他の包括利益累計額合計 △42 △317

少数株主持分 2,726 2,756

純資産合計 178,923 187,531

負債純資産合計 717,123 714,895
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

営業収益 177,556 169,583

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 133,646 127,842

販売費及び一般管理費 27,350 26,299

営業費合計 160,997 154,141

営業利益 16,559 15,442

営業外収益

受取利息 232 224

受取配当金 240 243

持分法による投資利益 7,739 6,053

雑収入 2,085 1,242

営業外収益合計 10,298 7,763

営業外費用

支払利息 5,510 4,976

雑支出 879 515

営業外費用合計 6,389 5,492

経常利益 20,467 17,713

特別利益

工事負担金等受入額 22,839 875

その他 543 246

特別利益合計 23,382 1,121

特別損失

固定資産圧縮損 22,530 793

投資有価証券評価損 512 97

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 486 －

災害による損失 － 138

その他 128 299

特別損失合計 23,659 1,329

税金等調整前四半期純利益 20,191 17,505

法人税、住民税及び事業税 4,793 3,539

法人税等調整額 1,086 3,036

法人税等合計 5,880 6,576

少数株主損益調整前四半期純利益 14,310 10,929

少数株主利益 414 129

四半期純利益 13,896 10,799
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 14,310 10,929

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △184 △112

持分法適用会社に対する持分相当額 △209 △163

その他の包括利益合計 △394 △276

四半期包括利益 13,916 10,652

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 13,520 10,524

少数株主に係る四半期包括利益 395 127
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用している。

 
(法人税率の変更等による影響)

 平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に

関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率を、従来の40.5％から、平成24年４月１日以後開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差

異等については37.8％に、平成27年４月１日以後開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については

35.4％に変更している。

 この税率の変更により繰延税金資産が1,656百万円減少、繰延税金負債が24百万円減少し、当第３四半期連結累計

期間に費用計上された法人税等調整額が1,642百万円増加、その他有価証券評価差額金が10百万円増加している。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

　１　偶発債務

　連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入

金に対して、債務保証を行っている。

押上・業平橋駅周辺

土地区画整理組合
75百万円

柏自動車興業㈱(注) 100

計 175

(注)柏自動車興業㈱は、平成23年5月20日に帝都西

柏自動車教習所㈱に商号を変更している。

　１　偶発債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金

に対して、債務保証を行っている。

帝都西柏自動車教習所㈱ 100百万円

※２　固定資産の取得原価から控除した工事負担金等累

計額

　 125,725百万円

※２　固定資産の取得原価から控除した工事負担金等累

計額

　 126,351百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項なし。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれん及び負ののれ

んの償却額は、次のとおりである。

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

減価償却費 16,821百万円

のれんの償却額 403百万円

負ののれんの償却額 344百万円

減価償却費 16,742百万円

のれんの償却額 269百万円

負ののれんの償却額 322百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,198百万円 3.50円平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年11月９日
取締役会

普通株式 855百万円 2.50円平成22年９月30日 平成22年12月２日 利益剰余金

　

２　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項なし。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,030百万円 3.00円平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年11月８日
取締役会

普通株式 858百万円 2.50円平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

　

２　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 (単位:百万円)

　

報告セグメント

計

調整額
四半期

連結損益

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他

(注)１

計算書

計上額
サービス業 の事業 (注)２

　　営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　営業収益 97,40354,12910,2607,074 6,546 2,142177,556 ― 177,556

　(2) セグメント間の内部 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　営業収益又は振替高 629 564 3,902 2,164 5,205 1,18413,650△13,650 ―

計 98,03354,69314,1629,23911,7513,327191,207△13,650177,556

セグメント利益 13,032 564 2,484 230 280 32 16,625 △66 16,559

 (注)１　 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及びのれん償却額である。
     ２   セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位:百万円)

　

報告セグメント

計

調整額
四半期

連結損益

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他

(注)１

計算書

計上額
サービス業 の事業 (注)２

　　営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　営業収益 93,76653,5277,078 6,264 6,644 2,303169,583 ― 169,583

　(2) セグメント間の内部 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　営業収益又は振替高 675 338 3,879 1,490 4,319 1,13011,834△11,834 ―

計 94,44253,86610,9577,75410,9643,433181,418△11,834169,583

セグメント利益

又は損失(△)
11,574 940 2,773 △38 195 189 15,634△191 15,442

 (注)１　 セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及びのれん償却額である。
　　 ２   セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
 至　平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 41.17円 31.90円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額　　　　　　　　　(百万円) 13,896 10,799

普通株主に帰属しない金額　　　　　(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益金額　　(百万円) 13,896 10,799

普通株式の期中平均株式数　　　　　 (千株) 337,547 338,535

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　
(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２ 【その他】

平成23年11月８日開催の取締役会において、第169期の中間配当に関し、次のとおり決議した。

①　配当金の総額 858,617,000円

②　１株当たりの金額 ２円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年12月２日

(注)　平成23年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行っている。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月３日

　 　

京成電鉄株式会社

　 取　締　役　会　　御中

　

有限責任監査法人　トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　平　　野　　　　　満　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　橋　　正　　伸　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている京成
電鉄株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平
成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12
月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、京成電鉄株式会社及び連結子会社の平成23年
12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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